
第9章「阿蘇山野の空間利用をめぐる時代間比較史―中世・近世・近代―」
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はじめに
　阿蘇山（中央火口丘と外輪山の総称）は、文献史料が残る歴史時代を通して、人びとに利用されてきた。この空間はどの時代も史料上は「山」と「野」で表現されるが、そのことは時代を超えて、阿蘇山の森林生態系と草原生態系とがともに地域資源として利用されてきた事実を示す。だが、両生態系の分布が織りなす景観は時代とともに変動してきた。そこには、山野空間に対する利用目的や環境認識あるいは入会権などの所有法制の時代による違いが投影されていると考えられる。本章では、こうした問題を中世・近世・近代で相互に比較することで、同一地域における人為的自然利用の歴史的多様性を明らかにしていきたい。
Ⅰ　中世阿蘇社領の「山」と「野」
　中世にさかのぼると阿蘇郡は、阿蘇荘という名のひとつの荘園であった。鎌倉時代、この荘園は京と鎌倉二つの荘園領主によって支配されていたが、鎌倉幕府を滅ぼした後醍醐天皇は1333（元弘３）年に、倒幕に協力した阿蘇社大宮司の要求にこたえて、阿蘇郡の全域を阿蘇社領として承認した。阿蘇郡内には広大な山野がひろがっていたが、阿蘇社はこの山野をいかに把握し、住民はどのように利用していたのだろうか。ここでは、最も史料に恵まれている阿蘇北外輪山を中心にみていきたいと思う。
（１）阿蘇北外輪山の空間構成
　室町時代にあたる1409（応永16）年、阿蘇社権大宮司の宇治能里は自らが管轄する阿蘇社領内西郷（阿蘇谷の西部）の郷々村々について詳細な帳簿を作成した（応永16年、阿蘇社領権大宮司方催促方田数坪付注文、『大日本古文書』13-1「阿蘇家文書」225号）。この帳簿には山野記載が郷村の領域内外にわたってみられ、山野の空間構成の全体を知る手がかりを与えてくれる。それによると、北外輪山は「山野の北なミの阿そ山」と呼ばれ、
山上は郷村の領域外、内壁部分は郷村の領域内と明確に区分されていた。郷村の範囲にふくまれない山上は、つぎの二つのエリアに分けて記されている。
　①大道より西、かうしうら（合志浦ヵ）、やこ山（矢護山）、くゝたけ山（鞍岳山ヵ）、　　ふかは山（深葉山）、おのたけ山（尾ノ岳山）、あふき山（扇山）の境の道を限る
　②はたへ（端辺）ハ、山田寺、あやの（綾野）、ゆのうら（湯浦）、かりを（狩尾）、まといし（的石）の上の道を限る
　①には山名がならぶが、矢護山・鞍岳山・深葉山・尾ノ岳山を結ぶラインは、南から北へ阿蘇郡と菊池郡・豊後国日田郡との境界線とほぼ一致することから、阿蘇郡北西の外縁部に位置する山々の記載といえよう。ただし、扇山は江戸時代の絵図では外輪山のカルデラ縁（湯浦集落の上）に描かれており、扇山がここに比定されるとすれば、尾ノ岳山から
さらに延長し扇山の上の道までのラインが、いわば外輪山上の「山」の分布を示していることになろう。①の山々の利用については詳らかでないが、中世阿蘇における「山」の使用例や②の端辺との書き分けから判断すると、①のエリアの生態系は森林であったと考えられる。
  ②は当時「はたべ（端辺）」と呼ばれた範囲を示している。山田寺村、綾野郷、湯浦郷、狩尾村、的石村は外輪山の麓に集落が位置する郷村を東から順にならべたもので、山田寺と綾野の上の道は「波野横大道」、湯浦・狩尾・的石の上の道は「端辺横大道」と中世には呼ばれていた。波野横大道と端辺横大道とをつなぐラインの上が中世の端辺であったが、このラインは外輪山を縁どる尾根沿いをめぐって波野と大津を結ぶミルクロードとほぼ重なっている。後述するとおり、中世において端辺は狩場として利用されているが、①のエリアとの区分を念頭においても端辺は中世の「野」、すなわち草原生態系からなる空間であったとみることができる。
　つぎに、阿蘇北外輪山の内壁部分の山野に目を移すことにしよう。外輪山上と集落が立地する麓の平地との比高差は300ｍから400ｍほどあるが、その間の内壁部分は郷村の山野として利用されていた。1409年の帳簿は、郷村の山野の範囲を「山野居屋敷よりひとのぼり、横大道を限る」などと表現している。先にみた端辺との関係でいうと、波野横大道の下に山田寺村・綾野郷の、端辺横大道の下に湯浦郷・狩尾村・的石村の山野がそれぞれ分布していたことになる。そして、「居屋敷よりひとのぼり」とあるように、山の麓集落と外輪山上とは縦の坂道がつなぎ、それらの到達点を相互に結びつける「横大道」が山上に存在していた。山上の横大道は、①に挙げられた山々を通過する道とも通じていた。的石村の山野境には「やこたいたう」がみえるが、これは横大道から西に矢護山へと続く矢護大道であろう。矢護山を越えると菊池市旭志方面に出ることができる。1753（宝暦３）年の内牧手永絵図には北外輪山の山上に、小国（阿蘇郡小国町・南小国町）、津江（大分県日田市）、久住（大分県竹田市）、菊池（菊池市）、大津（菊池郡大津町）といった各方面へとつながる道が描かれているが、別稿で指摘したように、これら遠隔地へ向かう山上の道の整備は室町時代までさかのぼると推定される。阿蘇谷北側の集落は、背後の北外輪山を経由することで遠隔地とアクセスできる立地環境におかれていたといえよう。
  ところで、外輪山の内壁もまた山上と同じように、「山」（森林生態系）と「野」（草原生態系）とが混在する景観を呈していた。この景観の特徴は、空間利用のあり方の反映でもあった。そこで、山野利用の実態につぎは迫っていきたい。
（２）北外輪山上の空間利用
　まず、山上での「山」の利用について、その具体像を示してくれるのが1498（明応７）年から翌年にかけて実施された「国造宮柱山作」の記録である（阿蘇社造営文書写并記録、「阿蘇家文書」291号）。阿蘇社の神殿のうち国造宮の柱などの基幹材入手のための作業が、北外輪山で行われたのである。山での作業に関連する内容のみ摘記しておこう。
　明応７年３月４日：国造宮柱山作を北山にて、番匠人足24人で８日間実施。延べ人数　　　　　　　　　　192人。
  同年６月12日：番匠８人で８日間柱を削る。延べ人数64人。
　明応８年正月20日：深葉山にて、番匠人足24人で８日間山作を実施。延べ人数192人。
　　　　　　同28日：山田寺にて、番匠人足13人で７日間。延べ人数91人。
　北山と深葉山でそれぞれ８日間、柱用材の伐出し作業が行われたことがわかる。柱の加工作業は場所をかえて実施されたようだ。北山は北外輪山の総称だが、深葉山は北山とは区別されているので、この北山は深葉山のような阿蘇郡外縁の山以外の場所を指すと考えておきたい。端辺の「野」に隣接する「山」にも大木が茂る樹林が存在していたのである。
ただし、阿蘇社が直接外輪山の山上で伐材したことを示す史料は、この15世紀末の記事が初見であり、そのこと自体が山林資源の新たな開発を意味するものであったとみるべきかもしれない。阿蘇社の神殿造営料木は、史料上確認できる鎌倉末期以降、阿蘇谷の郷村にすべて割振って現物負担させることで調達されていた。この料木の郷村への賦課方式は16世紀の半ばまで存続するが、阿蘇品保夫氏が指摘するように「室町・戦国期以降は、基幹材は社が山から直接伐材し、その他の材は社領郷村に割当てて入手するようになった」可能性が高い。明応７・８年の記録でも、基幹材以外は「山作」の対象とはなっていないからである。こうした調達方式が登場した背景は、郷村の領域内における大型材資源の不足をおいて考えられないであろう。北外輪山においては、内壁部の大型樹林の減少が山上での山林資源開発をうながす。そうした動向の端緒を15世紀にみることができるのである。
Ⅱ　近世内牧手永の造林事業と草場入会
（１）阿蘇北外輪山の空間構成
　阿蘇山野の空間利用は、近世に入るとどのような展開をみせるのだろうか。近世には阿蘇でも絵図が作成されるようになるので、まずは絵図にもとづいて山野景観の全体を眺めていきたい。素材とするのは阿蘇市湯浦小島家所蔵の1863（文久３）年内牧手永絵図である。これは湯浦村の御山口（山役人）を勤めた小嶋孫助が求めて画工に作成させた絵図で、内牧手永の全体景観を描写する一方、藩有林や郡・手永境に関する詳細な記載もみられ、山野分析に重要な手がかりを与えてくれる。ところで、手永とは1632（寛永９）年に肥後に入国した細川氏が郡と村との中間に設けた行政単位で、内牧手永は旧阿蘇町（現、阿蘇市の西部）の範囲にほぼ相当する。以下、中世との比較を念頭に、阿蘇北外輪山の空間構成を山上と内壁とに分けて順にみていくことにしよう。
　北外輪山の山上には西から鞍岳、市成山、深葉御山、案ノ石、駒立、中ノ塚（倉切山）、尾ノ岳、ヲヒト石が描かれている。このうち鞍岳、深葉山、尾ノ岳は1409年の山地名と一致する。阿蘇郡北西の外縁部に位置する山々である。深葉は「御山」と称されているが、これは藩有林を意味する。室町時代に阿蘇社へ大型材を供給した深葉山の山林資源は、江戸時代に入り藩有林として確保されたことになる。この深葉山は阿蘇と菊池の郡境に位置していたので、「深葉御山」の造林事業においては両郡の村々の請場が定められている。
尾ノ岳より東は内牧と北里の手永境にあたり、ここには境界紛争を防止するための緩衝地帯として、日常の用益が制限される「留山」が設けられた。奥山を介した中世荘園の境界はそれ自体が一定の幅をもった帯であったが、境界が線で表現される近世の領域においては境界線上に緩衝地帯が新たに設定されることもあったのである。
　森林生態系を主とするこれらの「山」に対し、近世の北外輪山上にも広大な「野」が広がっていた。中世との大きな違いは、近世に入ると山上も行政村の領域に組み込まれた点に認められる。内牧手永絵図には端辺原野の湯風呂を流れる川を境に東側が湯浦村、西側が西湯浦村と記されている。山上の原野に村の境界線が引かれたのである。もっとも、1893（明治26）年の入会慣行調査によると、湯浦・西湯浦両村が所持した端辺原野には８ヵ村が連借村として名を連ねており、この広域の村々による原野の入会関係は近世にさかのぼると考えられる。つまり、近世における山上の「野」は行政村の領域に組み込まれたが、その資源自体は「野」を持たない広域の村々にも広く提供されるようになっていたのである。
　つぎに、北外輪山内壁部に目を転じることにしよう。内牧手永絵図には、内壁の上部と下部とに森林が、その中間部に草地が描かれている。内壁の上端部は阿蘇火砕流堆積物によって形成された急崖で、この岩場は内壁斜面を流れる谷川の水源となっている。谷川の水量は平常は少ないが、集中豪雨時は土石流を運ぶ危険をともなうため、岩場周辺には地盤崩壊を防ぐために樹木が植えられたと推測される。内壁の下部は集落の背後で、住民が日常用いる薪炭材などを供給する里山にあたる。これらの「山」にはさまれた内壁中間部には「野」が横に連続的に分布していた。「野」は草地で、肥料・飼料の採草や牛馬の放牧に利用されたと考えられる。内壁部の「野」は一部に他村からの入会関係が認められるが、多くは一村内の入会地であった。北外輪山の麓に位置する村は、里に近い内壁部に「野」を単独で確保しつつ、山上にも「野」を所持して「野」をもたない村々に条件付きで利用させていたのである。
　中世には坂道を基軸に山麓の集落が内壁部の山野を縦割りに空間分割して利用していたが、近世においてはどうであったか。内牧手永絵図には主要な坂道しか描かれていないが、
湯浦郷故地に限っても通称地名のアラオトシミチ、コゾノザカ、タケントザカ、ナガクラザカ、チカドウの先端にあたる５本の坂道が描かれている。里と山上とを坂道がつなぎ、
その坂道が山上から遠隔地に至る尾根道へと接続する北外輪山の交通体系のあり方は室町時代と同じであり、坂道を軸に生活共同体の基本単位が形成されていた可能性は高い。ただし、中世と同様近世においても内壁斜面の一部を割きとる形で領主が直接管轄する場所が設けられた。1825（文政８）年の御山薮改根帳によると湯浦郷故地の場合、「御山」が小園に３ヵ所、西湯浦に４ヵ所、湯浦に４ヵ所、宮原に１ヵ所、「御薮」が西湯浦に２ヵ所、湯浦に３ヵ所、宮原に２ヵ所、分布している。「御山」には奥御山と里御山とがあるが、内壁部の御山は後者にあたる。里御山は藩用または郡用にあてられ、地元住民に管理・保護させる見返りに下草や薪炭材は払い下げられた。この地域の里御山は、内壁の上部・下部双方にみられ、御山仕立てにおいては雑木を伐り払い、杉・檜・松を造林するケースが多かったようである。一方、「御薮」は郡用で、集落周辺を中心に分布していた。改根帳によると植生は、苦竹・小杉・曲杉・柴・雑木などであった。その他、武士身分の者が所持する「御赦免建山」が小園に１ヵ所みられた。その植生は雑木と柴・竹と記されている。内壁斜面に設けられた領主直轄地は、中世においては狩場と放牧地兼採草地で、総じて「野」に設けられる傾向が強かったが、近世の領主用地は専ら「山」として設定されているところに、領主の山野資源に対する姿勢の変化を読みとることができる。
（２）造林事業による「野」と「山」の分離
　熊本藩における造林事業は、宝暦の改革以降に盛んになる。その背景には、林政の改革があった。それまで郡に一人ないし二人置かれていた御山奉行を御山支配役と改称し、手永会所役人へと編入した。これにより人員が増え、さらに御山支配役を在郷の者から選ぶことで、より現地に根ざした林政が志向されることとなった。また樹苗の育成や造林技術の指導にあたる山林薮見締役も新設されている。この制度改革を機に、御山支配役や惣庄屋などの手永役人主導で造林事業が積極的に展開していくことになる。それでは、造林事業がそもそも推進されるようになった契機とは何であったか。造林が進められることで、山野の空間利用や植生にどのような変化がもたらされたのか。深葉御山の造林事業の経過をたどるなかで、この二点を検討していくことにしたい。
　深葉御山の造林事業は1823（文政６）年に開始された。造林計画を立てた阿蘇郡内牧手永と菊池郡河原手永・深川手永の各惣庄屋は、立案に至る経緯をつぎのように説明している。
  　深葉御山は昔は一円の木立で、おびただしく繁茂していたが、70年以前に炭焼きと
　　木地師らが入り込んで徐々に荒れていった。その後、峯尾・平向などは年々野火によ　　って焼亡した。（中略）ここは菊池川水源で、玉名・山鹿の田地用水にもなる所なので、このように荒れては川筋が旱損し、被害が少なくないと思われる。そこで、この
　　場所に輪地囲いをして年々差穂などすれば、年をおかずに御山立できるので、場所な　　ど見調べ報告するよう命じられた。私どもが立ち会ってそれぞれ見調べ、輪地場の分
　　は別紙図面に認め、仕立ての費用は見積書をもって報告することにした。
　この説明によれば、深葉御山は18世紀の半ば以前は一円が森林地帯であったが、炭焼きと木地師の集団による薪炭林伐採と野火による森林火災のため、はげ山化が進んだようである。当地は菊池川の水源地にあたり、造林の目的は水源涵養林の育成におかれている。
だが、深葉の伐採・焼失森林の跡地には、実はその前に別の計画が進行していた。深葉御山内への百姓移住・麦畑開墾計画である。1793（寛政５）年に内田理三次が記した覚帳によると、深葉御山の脇外記という所に畑２町を開墾させる計画で百姓を入植させたが、当地は高冷地で麦は一向生育せず、入植者は結局近くの市成に移住したという。市成では多少開墾できたが、入植者の居住は長続きしなかった。18世紀の後半、北外輪山上の山田村茗荷原や狩尾村大鶴にも本村の百姓が開墾のため入植しているが、いずれも「寒気強く、霧深く、諸作悪い」ということで計画は頓挫している。ところが、外記・市成・茗荷原・大鶴の各地とも杉・檜の立木条件は良いと判断され、内牧の園田育助が御山支配役と相談して御山として造林する計画を立てることになった、と覚帳は記している。
　この覚帳からは、深葉山の資源利用目的が中世以来一貫して大型材の供給に求められていたのではなく、薪炭林伐採や畑作など多様な生業が試みられる場であったことがわかる。
生業の変動とそれにともなう植生の変化は、同じ山上の茗荷原の事例でも確認できる。覚帳は、茗荷原に山田村百姓６竈（軒）が移住し「野開き・作廻し」をしたと述べているが、ここでは「野」を開墾して「畑」にしたが失敗し、その後「山」に仕立てられていくのである。「野」と「山」は空間的に固定せず、入れ替え可能な地目として北外輪山上では推移していったことにまずは注目しておきたい。
　ところで、深葉山における多様な生業は、時代による変化ばかりでなく、同時に併存する形でも現れたことを次に指摘しておきたい。それは1823年の深葉御山造林事業開始にあたって実施された以下の措置からうかがうことができる。
  ①最寄り村々猟師は、札を与えられ運上金を負担する者にのみ御山での猟が許可された。
　　御山で猟をする時には、御山番への事前届けも義務づけられた。
　②御山内輪地内であっても、萱・薄・馬草などを御用木に障りなく剪りとるのは差し支　　えない。もっとも、草萱を剪るといっても御山内では火道具の使用は厳禁。
　③以前、内牧より薪をとりにいっていた所も御山の内になったので、用益を制止する。
　　ただし、杉・檜に仕立て替えするために伐り払う藤塚・榎山の雑木は住民に払い下げ　　る。
　①から③はいずれも、造林事業が開始される前に深葉山に既得権益をもっていた人々への優遇措置で、ここから深葉山の一帯では①狩猟、②萱・薄・馬草などの採草、③薪炭林の伐採といった多様な生業が、棲み分け的に行われていたことが確認できる。このうち①と②が「野」、③が「山」の生業とみなすならば、造林事業開始以前においては「野」と「山」とが異なる空間として、明確には区分されていなかったということもできよう。ところが、「御山立」（造林事業の開始）にともない「野」と「山」とは目に見える形で分離されることになる。造林に先立って行われる御山の「輪地囲い」である。
　輪地とは外囲いを意味する語で、阿蘇では野焼きの際に森林への類焼を防ぐために設ける防火帯を輪地と今でも称している。1823年の深葉の「御山立」では、総延長7505間（約13.6ｋｍ）の輪地を剪夫227人を動員して作り、34119坪の面積に及ぶ範囲で野焼きを実施する計画が立てられている。計画通りの規模で実施されたかどうかは定かではないが、いずれにせよ「御山立」では最初に対象地を防火帯で囲い込み、野焼きを行って「御山」の外側に「野」（草原生態系）を広域に創出する営みが試みられたことは確かである。手永役人が主導した北外輪山上での造林事業は、森林地帯の形成ばかりではなく、それとは区分される草原形成にも大きな影響を与えたものと考えられる。防火帯で囲まれた広大な面積を一斉に野焼きして、一面の草原を人為的に生み出す現在につながる発想は、広大な森づくりの構想のなかから生まれてきたのかもしれないのである。
　ところで、深葉御山の輪地囲いには阿蘇郡から201人が動員されたが、対象となった町と村は、内牧町・内牧村・分内牧村・湯浦村・西湯浦村・宮原村・折戸村・小園村・宇土村・小里村・成川村・漁川村と内牧手永内の広範囲に及ぶ。これらの村々には藤塚・榎木山での雑木薪とりが許可されたが、それは先の内牧の例と同様、深葉山での薪採取ができなくなった見返り措置とみることができる。一方、菊池郡からも輪地の剪夫が26人出ているが、その背景には菊池郡から深葉山への萱薄剪りを目的とした入会関係があった。また、1823（文政６）年11月20日に郡方奉行より出された書状によると、深葉御山の仕立てにしたがい建札（掟）が立てられたが、その対象者として「菊池・合者・阿蘇・小国最寄之手永□萱草剪方并諸猟ニ入込候輩」が挙げられている。深葉山には、造営事業が開始されるまで、手永や郡を越えた広範な地域から採草・狩猟など多様な目的で入り込む一大入会地であり、一旦「御山」として囲い込まれたあとでも、彼らの権益は完全に排除されることはなく、一定の制限のもとで存続していったのである。
　輪地囲いされた深葉御山には、年々杉と檜が仕立てられたが、造林の対象地となった2700町のうち、1824年から19年間で造林された面積は1400町であり、残りは萱野として残されるという結果に終わっている。
（３）広域の村々による草場入会
　広域の村々による入会関係は、草場を中心に近世の末までには内牧手永に属するほとんどの村を結ぶかたちで重層的に展開していく。その全容をうかがわせる史料が、明治民法制定のために法典調査会が、1893（明治26）年に農商務省に依頼して行った山林原野入会慣行に関する調査結果のうち熊本県庁が編纂した資料（以下、入会調査資料と略す）である。入会調査資料によると、北外輪山上と阿蘇中央火口丘側を中心に、一原野につき３村から10村程度が入り会い、各村は複数の原野に入会権を持っていたことがわかる。最も遠距離で自村より８ｋｍほど離れた原野を所持している。入会調査資料からは、原野が朝草場・干草場・萱場そして放牧場として利用された実態がうかがえる。夏から初秋にかけて行われる朝草刈りは生草の採取を目的とし、田畑の堆肥に用いられた。干草刈りは冬季の牛馬飼料の確保が目的で、牛馬の糞尿からは緑肥より肥料成分が高い厩肥がつくられ、これも田畑に施肥されたのである。大滝典雄氏は耕地の生産性と干草刈り場との連関を、「150aの耕地を保有してその土地生産性を維持するためには成牛５頭の飼育が必要。その冬場の飼料、さらに厩肥の材料を確保するために約2.5haの干し草刈り場が求められた」と説明している。この関係を念頭におくと、「火山灰土壌・高冷地」という立地条件を克服するために「草地―家畜―耕地」を有機的に結びつける農業が阿蘇で進展し、その結果、草資源をめぐる村々の広域かつ重層的な関係が形づくられていったとする想定が成りたつのではないだろうか。
　ところで、多くの村が同一原野の資源を利用するためには、村々が共存するためのルールが決められる必要があった。草場入会の具体的な慣行とそれがもたらす紛争の火種について、一つの事例にそくしてみておきたい。1867（慶応３）年７月に、今町・黒流・小池３ヵ村の住民が小倉・綾野両村の「野飼之牧場」の牧囲いを破って草を刈る事件が起こった。今町以下３ヵ村は、実は小倉・綾野両村の草場への入会権を有していた。しかし、その内容は1826（文政９）年の請書（誓約書）によると、小倉・綾野の牧場の入口の引き戸を旧暦の３月３日より５月５日まで開けている期間限定の採草権であった。牛馬の放牧と採草という用益目的の違いによる一定空間の共同利用が、当事者間の契約で成りたっていたのである。ただし、この期間に限られるということは、生草の採草はできても牛馬の飼料にする干草などは獲得できないことを意味する。７月に３ヵ村の住民が牧囲いを破るという暴挙に出たのは、干草不足という切実な問題が背景にあり、事件後３ヵ村側は内牧手永会所に対して７月までの引き戸開放の延長を嘆願している。この事件の経緯を記した史料には、３ヵ村を「野方一歩も所持仕らざる村方」と表現しているが、草場の村々入会慣行は決して村落間の対等な関係によって築かれていたのではなく、地元村に有利な条件から出発して、「野」を持たない村は既得権を積み上げていくしかなかったのである。
　さて、熊本藩の土地制度では草場は「空野」とされ、特定の者による専有は認められず、貢租も賦課されなかった。郡方の政策でも「秣・刈敷は農力の基本につき、有り余る村方が不足の村方を助け、不足の村は寸志（献金）を用いて村の草場剪りを一巡する」ことが奨励され、入会慣行による草資源の相互利用が基本的には尊重されていた。ただし、郡や手永の境界地帯においては、越境者による草場の利用は警戒され、境界が不分明な所や水源にあたる場所は「御留山」とし、採草は禁じるという方針が示されている。
Ⅲ　阿蘇山野の近代
　先にも紹介した1893（明治26）年に実施された入会慣行調査には、「入会権設定ノ方法ハ維新前後ニ於テ差異アリヤ」という質問項目がある。これに対して阿蘇郡山田村は、「維新前ハ境界アリシモ双方ヨリ入会シタルヲ見咎メス、人民中申合セ入会伐寛ナルモ、維新後ニ至リ拝借地ト相成、借地料ヲ納ムル処ヨリ境界ノ争論等差起リ、以前トハ大ニ相違シ
境界ヲ越エ草萱刈取リタルモノアル時ハ訴訟ヲ起シ、彼是紛雑ヲ来シ候義モ有之候。」（句読点を加筆、以下同じ）と答えている。山田村の回答では、明治維新後入会地が「拝借地」となったので境界紛争が起こったとあるが、少し解説しておこう。明治維新後、1872（明治５）年にそれまでの入会地のほとんどが村の保有地として認められ、公有地券を交付される。ところが、1875（明治８）に施行された「官民区分処分法」により、阿蘇郡の山林の89％、原野のほぼ100％は官有地に組み込まれることとなった。「近世の入会林野に確固たる境界線を設け、一つ一つの区画に地番を付し、その所有者（官有あるいは民有）を定めるというのが山林原野官民有区分」であり、明確な境界のなかった阿蘇の入会地はことごとく官有地にされてしまったのである。官有地と認定された入会地は、入会村落が国へ借地料を支払うことで入会利用が認められたが、そのことがきっかけとなって入会地の境界紛争が生じたと山田村では報告されているのである。ではなぜ、借地料を支払うところから境界紛争が起こるのか。それは同じく紛争が起こった阿蘇郡永水村から「的石跡ヶ瀬ノ如キ入会無権ナルモノモ慣行ノ有権ト変シ、干草刈ヲ除ク外地元村ト同様ノ権利ト為リタル。」と報告されているように、入会村も地元村と同様に借地料を支払うことで、入会地に対する所有権意識を高めていったからにほかならない。
　そもそも山林原野官民有区分とは、「私的所有の観念の乏しかった入会原野を官有地と
民有地に区分して新たに地盤所有権の観念を導入しようとする」意図のもと実施された政策であった。近世の入会慣行においても、入会地内の利用区分は入会村落相互で定められていたが、唯一の所有権者の創出を目指していく近代の所有法制のもとでは、入会の権利維持を図るためには入会地の分割という手段を選ばざるを得なくなっていく。こうした入会地が経験した近代の変化を、湯浦・西湯浦両村の原野を事例にみていくことにしたい。入会調査資料に掲載されている1889（明治22）年12月の地元両湯浦村外七ヶ村誓約書には、つぎのような規約が記されている。
　①湯浦・西湯浦両村端辺原野の地元・関係町村は、内牧大字湯浦村・西湯浦村・南宮原　　村・小里村・内牧・三久保村・内牧の内成川、山田村大字今町村・黒流村・小池村。
　②湯浦村切立山の範囲内は、今町、黒流、小池、南宮原、内牧の内新町の５ヵ村の朝草　　・干草場と定め、地元村はじめ他の関係村も四季を問わず採草を禁止する。
　③西湯浦村榎山原野は、三久保村、内牧の内上町・成川・下町、小里村の５ヵ所の朝草
　　・干草伐場と定める。ただし、成川村は賦課金を地元村と７割・３割の割合で受ける
　　ため、朝草だけは伐ることができない。
　④昼草と萱薄は切り場の境界を定めないで、地元村と連借村の入会伐とする。ただし、
　　昼草伐りは旧５月節に入る日より半夏に限り、萱法は旧正月四日より伐り始めること。
　　もっとも火災・風災または新築の節は入用分、この限りにあらず。上記の期限を破っ　　た者は見つけ次第牛馬を差し押さえ、金１円の科料に処す。
　⑤萱草伐に行く道は、三久保村は伝左衛門坂を通り、その他の村は旧慣の道とする。
  ⑥借地税金賦課法の例は、牛馬持主の戸数割とする。たとえば、１戸10銭の場合は地　　元村が１戸６銭、連借村が１戸４銭を負担する。成川は朝草伐りをしないので３割負　　担にする。
　⑦朝草・干草伐場は旧慣により境界を立てる。境界を越えて入り込み採草した者は見つ　　け次第牛馬を差し押さえ、金１円の科料に処す。
　⑧税金未納者があれば、その大字村で負担すべし。未納者は借地使用権が剥奪されるこ　　ともある。
　⑨秣場境界は旧慣により定め、図面に朱線を記した所は地元村立ち会いの上、現地境に
　　目印を立てる。
　以上の規約からはまず、近世にさかのぼるであろう入会地の旧慣を読みとることができる。草場のうち朝草・干草場については入会地内で場所割がなされ、入会村のうち東部の５ヵ村は切立山周辺、西部の５ヵ所は榎山原野を割り当てられている。当然、地元村の両湯浦にも専用の朝草・干草場が確保されたはずである。入会村の朝草・干草場での採草は地元村であっても周年認められなかった。一方、同じ草場でも昼草と萱薄は切り場の境界を定めないで、利用期間が季節的に取り決められた。規約のなかに放牧場の決まりはないが、それは地元村のみの権利だったからではないだろうか。放牧場と昼草場とは空間的に重複していたと思われるが、用益目的の違いと利用期間の限定により共存していたと推測される。もう一つ挙げられている旧慣が、萱草伐に行く道の取り決めである。坂道の使用権は草場の利用権と直結していた。各村の集落からどの坂を通るかで、利用する草場の範囲が自ずと決まったからである。これら旧慣の内容をみると、入会地における資源利用のルールは用益対象となる資源の生態学的な特徴にもとづいて定められており、それゆえに同一空間に複数の生業と権益が棲み分け的に共存可能であったと理解することができる。
　ところが、こうした入会慣行にも近代的な所有権の観念がしのびこむ余地があった。上の規約で、官有原野の借地料の賦課を牛馬持主の戸数割とし、地元村と入会村との間での借地料分担の割合が明記された点に、それは現れている。入会地における入会村落の権利は近世以来、利用目的に応じて決められていた。ところが、③のように成川村は借地料を
３割しか負担しないので干草伐りはできても朝草伐りは許されないという規約は、入会権の根拠を貨幣支払いの額に転化する論理をはらんでいるからである。入会地の価値は、貨幣（借地料）に置き換えられることで、実質的な利用行為から離れて量的に表示可能な資産へと変容していく。中島弘二氏は、入会利用に対する貨幣支払いの導入が、入会村落間のコミュニケーションを米や酒などの現物贈与から貨幣を媒介とする経済的な結びつきへと変えていく事実を指摘し、こうした動きを「土地自然の商品化」という言葉で表現している。
　さて、官有地となった入会地は1899（明治32）年の国有土地森林原野下戻法によって、再び入会村落に戻されることとなった。戻された原野は新しく誕生する町村の基本財産に取り込むのが政府の狙いであったが、内牧町では下戻原野を村落に分割する方針がとられたため、原野をめぐる分割争議をまねく結果となった。たとえば、湯浦においても全ての村々入会地で紛争が続き、1934（昭和9）年頃にようやく解決している。まず、湯浦・西湯浦間では端辺原野を東西に分かつ境界を定め、土塁を建設している。つぎに、湯浦と南宮原ならびに内牧の新町（以下、新宮）との間では、内壁部の城原野を東西に二分し、端辺原野の切立山周辺は東から７割を新宮、残り３割を湯浦に配分した。裁判闘争にまで発展したのが湯浦と今町・黒流・小池との係争である。1917（大正６）年に、湯浦の城原野と端辺原野、西湯浦の端辺原野で、今町・黒流・小池が入会権を有していたのに、内牧町長は入会権者として登記申請していなかったとして、契約不履行および損害賠償の訴訟を山田村長名義で起こした。さらに３地区は1919（大正８）年に共有権確認の訴訟を湯浦・新宮を相手に起こしている。両裁判とも長崎控訴院の最終審まで争われたが、1923（大正12）年に占有時効により訴えは却下されている。敗訴となった３地区は、続いて上草使用権の訴えを熊本地裁に起こす。再び敗訴となると、1924（大正13）年に秣・刈り草・牛馬放牧のための使用権確認訴訟を長崎控訴院にみたび提訴している。翌年、控訴院判事の仲裁で和解が成立し、端辺原野は今宮・黒流・小池と新宮と湯浦の入会地を、それぞれの戸数に応じて分割すること、城原野は小国県道より上で紅葉川より南、山田村界に至る部分を３地区に無償譲渡することでようやく決着している。
　このように争いが長期化した最大の原因は、本来分割できない入会地を分割しようとするところからくる矛盾の増幅であったと考えられる。近代の所有法制のもとで入会地の権益を守っていくためには、今町・黒流・小池の３地区のように、さまざまな「権利」を提起して裁判闘争を繰り返すほかなかった。しかし、３地区が主張した共有権→上草使用権
→秣・刈り草・牛馬放牧の使用権、いずれの権利も認められることなく、最終的には戸数に応じた土地の空間分割という形で、入会地の権益はかろうじて確保されていく。戸数に応じた入会権の認定は、官有原野の借地料の戸数割という賦課原則に淵源するもので、３地区の既得権は結局、貨幣支払いの負担分を空間分割に投影させる形で保障されたということができるだろう。
　こうして入会地の存続は、複数の入会村落が同一空間を共同で利用するという旧来の形式では認められることなく、空間分割をともないながら各入会村落の単独管理下におかれるようになっていくのが、近代の過程であった。いわば所有法制が入会慣行を分断していくプロセスである。
　とはいえ、村々入会地の解体は、共同体が管理し個人が利用するといった入会地の形態
そのものを解体するものではなかった。逆に村落相互での係争を通じて、管理主体としての村落の共同体が前面にせり出し、その機能を強化していった側面もあるのではないだろうか。所有法制上の変化が、資源利用をめぐる社会関係、さらには自然・生態系と社会との関わりにどのような影響を及ぼしていくのか、さらなる検討が必要となろう。
- 1 -

